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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材と、桁行方向に並列する柱部材間に架設
される梁部材と、梁間方向に対向する柱部材間に架設され、桁行方向に対向するトラス部
材を用いて立体トラスとして自立した形態の内側屋根ユニット及び外側屋根ユニットを製
作する工程と、
　上部に桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道とこの内側軌道に対して梁間方
向の外側に位置する外側軌道が敷設された、梁間方向に対向する壁間に前記内側屋根ユニ
ットを架設して前記内側軌道上に載置する工程と、
　前記対向する壁間に前記外側屋根ユニットを架設して前記外側軌道上に載置する工程と
、
　前記内側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る内側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な内側屋根架
構体を構成する工程と、
　前記外側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る外側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な外側屋根架
構体を構成する工程とを含み、
　前記内側屋根架構体を構成する工程を、前記外側屋根架構体を構成する工程に先行させ
ることを特徴とする屋根架構の構築方法。
【請求項２】
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　前記内側屋根架構体を構成する工程と前記外側屋根架構体を構成する工程において、前
記梁間方向に対向する壁の外側に組み立てられた外部足場を利用して前記内側屋根架構と
前記外側屋根架構の仕上げを行うことを特徴とする請求項１に記載の屋根架構の構築方法
。
【請求項３】
　梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材と、桁行方向に並列する柱部材間に架設
される梁部材と、梁間方向に対向する柱部材間に架設され、桁行方向に対向するトラス部
材を用いて立体トラスとして自立した形態の内側屋根ユニット及び外側屋根ユニットを製
作する工程と、
　上部に桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道と外側軌道が敷設された、梁間
方向に対向する壁間に前記内側屋根ユニットを架設して前記内側軌道上に載置する工程と
、
　前記対向する壁間に前記外側屋根ユニットを架設して前記外側軌道上に載置する工程と
、
　前記内側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る内側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な内側屋根架
構体を構成する工程と、
　前記外側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る外側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な外側屋根架
構体を構成する工程とを含む屋根架構の構築方法の、前記内側屋根架構体を構成する工程
と前記外側屋根架構体を構成する工程において、前記内側屋根ユニットと前記外側屋根ユ
ニットをそれぞれ前記内側軌道と前記外側軌道上で静止させる目的で使用される移動防止
装置であり、
　前記内側屋根ユニットの脚部と前記外側屋根ユニットの脚部の、それぞれ走行方向両側
に配置され、前記内側軌道、もしくは前記外側軌道を跨いだ状態で、前記壁に固定される
停止部材と、
　前記内側屋根ユニットの脚部と前記外側屋根ユニットの脚部の、それぞれ走行方向両側
に、前記停止部材に当接し得る状態で固定される当接部材とを備えることを特徴とする屋
根架構の移動防止装置。
【請求項４】
　梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材と、桁行方向に並列する柱部材間に架設
される梁部材と、梁間方向に対向する柱部材間に架設され、桁行方向に対向するトラス部
材を用いて立体トラスとして自立した形態の内側屋根ユニット及び外側屋根ユニットを製
作する工程と、
　上部に桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道と外側軌道が敷設された、梁間
方向に対向する壁間に前記内側屋根ユニットを架設して前記内側軌道上に載置する工程と
、
　前記対向する壁間に前記外側屋根ユニットを架設して前記外側軌道上に載置する工程と
、
　前記内側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る内側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な内側屋根架
構体を構成する工程と、
　前記外側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る外側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な外側屋根架
構体を構成する工程とを含む屋根架構の構築方法の、前記内側屋根架構体を構成する工程
と前記外側屋根架構体を構成する工程において、前記内側屋根ユニットと前記外側屋根ユ
ニットをそれぞれ前記内側軌道と前記外側軌道に沿って走行させる目的で使用される案内
装置であり、
　前記壁の、前記内側軌道、もしくは前記外側軌道の幅方向両側に固定される受け材と、
　前記内側屋根ユニットの脚部と前記外側屋根ユニットの脚部に固定され、前記受け材に
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前記壁の幅方向に係止し得る外れ止め材とを備えることを特徴とする屋根架構の浮上り防
止装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は構造物の桁行方向に敷設された軌道を利用して構築され、完成状態で屋根架構
が軌道上を走行可能な屋根架構の構築方法、及びその方法に使用される移動防止装置と浮
上り防止装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　構造物の桁行方向に敷設された軌道を利用して屋根架構を構築する方法では、例えば地
上で組み立てられた屋根ユニットを軌道上に吊り込みながら、隣接する屋根ユニットを互
いに連結し、屋根ユニットを軌道に沿って移動させることにより屋根架構を構築すること
が行われる（特許文献１、２参照）。
【０００３】
　異なる高さの構台上で屋根ユニットの屋根部と柱部を独立して構築し、桁行方向に移動
させながら屋根部と柱部を連結し、高さの異なる屋根ユニットが交互に配列した屋根架構
を構築する方法もある（特許文献３参照）。
【０００４】
　この他、複数の屋根ユニットが梁間方向に並列する軌道上を自由に走行できる状態で屋
根架構を完成させる方法もある（特許文献４、５参照）。この方法によれば、少なくとも
２種類の屋根ユニット（上屋）を行き違い自在に軌道上に架設することができるため、屋
根架構が閉鎖した状態から任意の屋根ユニット（上屋）を開放させることが可能である。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－３３６０８号公報（請求項２、段落０００８～００２３、図１
～図１１）
【特許文献２】特開２００２－２３５４４３号公報（請求項１、段落００１４～００２０
、図１～図１２）
【特許文献３】特開平６－８１４７５号公報（請求項１、段落００１１～００２４、図１
～図１８）
【特許文献４】特開平１０－３７３０７号公報（請求項１、段落０００９～００２４、図
１～図５、図７～図１２）
【特許文献５】特開平８－１１３９８６号公報（請求項１、段落００１２１～００１４、
図１、図３、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記先行技術の内、トラス架構を含む屋根ユニットを用いて軌道上に屋根架構を構築す
る特許文献２、３では、屋根ユニットの一部を構成するトラス架構等を軌道上に吊り込ん
だ後、軌道上で走行可能な屋根ユニットを組み立て、組み立てる毎に屋根ユニットを走行
させることが行われる。これは屋根ユニットを細分化した構成部材（トラス架構）単位で
揚重し、最終的な組み立てを軌道上で行う方法によれば、揚重機に高い能力を必要とせず
、揚重効率がよいためと考えられる。
【０００７】
　しかしながら、軌道上で最終的な組み立てをする方法では、屋根ユニットが軌道上を走
行できるだけの自立性を確保するまでの間、構成部材（トラス架構）を吊り込んだまま保
持しておかなければならず、一屋根ユニットの完成まで屋根ユニットを走行させることが
できない。このため、屋根ユニットが走行できるまで、軌道上では構成部材を自立させる
ための作業と、構成部材同士の連結による屋根ユニットの組み立ての複数の工程を経なけ
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ればならず、軌道上での作業効率が低下する可能性がある。
【０００８】
　また軌道上で屋根ユニットの仕上げを含む最終的な組み立てを行う方法では、屋根架構
の梁間方向両外側と内側に足場を組むことが不可欠になる。ここで、屋根架構が梁間方向
に対向する壁の上に架設される場合には、足場は壁の頂部を超える高さまで組み立てるこ
とが必要になるため、足場の規模が大型化し、足場の組み立てと解体に要する時間（期間
）を無視することができなくなる。
【０００９】
　本発明は上記背景より、予め敷設された軌道を利用して屋根架構を構築する方法におい
て、軌道上での作業を単純化し、特に足場の組み立て・解体を単純化する構築方法とその
方法で使用される移動防止装置及び浮上り防止装置を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明の屋根架構の構築方法は、
　梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材と、桁行方向に並列する柱部材間に架設
される梁部材と、梁間方向に対向する柱部材間に架設され、桁行方向に対向するトラス部
材を用いて立体トラスとして自立した形態の内側屋根ユニット及び外側屋根ユニットを製
作する工程と、
　上部に桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道とこの内側軌道に対して梁間方
向の外側に位置する外側軌道が敷設された、梁間方向に対向する壁間に前記内側屋根ユニ
ットを架設して前記内側軌道上に載置する工程と、
　前記対向する壁間に前記外側屋根ユニットを架設して前記外側軌道上に載置する工程と
、
　前記内側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る内側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な内側屋根架
構体を構成する工程と、
　前記外側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る外側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な外側屋根架
構体を構成する工程とを含み、
　前記内側屋根架構体を構成する工程を、前記外側屋根架構体を構成する工程に先行させ
ることを構成要件とする。
 
【００１１】
　内側屋根ユニットと外側屋根ユニットを壁上への吊り込み前に立体トラスとして製作す
ることで、立体トラスの撓みを事前に発生させた状態で、内側（外側）屋根ユニットを内
側（外側）軌道上に吊り込み、載置することが可能であり、載置した時点で、柱部材の脚
部の位置を確保（決定）することができる。従って内側（外側）屋根ユニットを軌道上で
構築しながら、これに撓みを発生させる場合のように、内側（外側）屋根ユニットと軌道
に対して無用な応力を発生させることがない。
【００１２】
　内側屋根ユニットを架設する（内側屋根架構体を構成する）工程と、外側屋根ユニット
を架設する（外側屋根架構体を構成する）工程のいずれかを先行させるかは自由であり、
外側屋根ユニットの架設を先行させることもある。只、全屋根架構体の閉鎖状態で、桁行
方向に隣接する内側屋根架構体の一部と外側屋根架構体の一部が重なる場合、その重なる
部分では外側屋根架構体が内側屋根架構体の上側（外側）に位置し、外側屋根架構体が内
側屋根架構体を覆う形になるため、内側屋根架構体の架設を先行させる方が有利である。
【００１３】
　内側屋根ユニットを架設する（内側屋根架構体を構成する）工程を先行させる方法によ
れば、外側屋根ユニットの架設時、もしくは外側屋根架構体の構成時に、その屋内側に重
なる内側屋根架構体を利用して作業を遂行することができるため、少なくとも対向する壁
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の内側、すなわち屋内に足場を構築する必要がなくなるか、足場を簡略化することが可能
である。
【００１４】
　この場合、屋根架構の構築は内側屋根架構体を構成する工程を、外側屋根架構体を構成
する工程に先行させることにより、この外側屋根架構体を構成する工程において、完成し
た内側屋根架構体を足場として利用しながら、外側屋根架構体を構成することが行われる
。具体的には内側屋根架構体を利用して屋根架構全体での配線、配管その他の設備の配置
の他、外側屋根架構の屋内側での仕上げ作業が行われる。
 
【００１５】
　先行して完成している内側屋根架構体を利用して外側屋根ユニット同士の連結を含め、
外側屋根架構体の構築を行うことができることで、上記のように屋内の足場を省略するか
、簡略化することができるため、屋内足場の組み立てと解体に要する時間（期間）を大幅
に短縮することが可能であり、仮設工事の面から工期の短縮化が図られる。
【００１６】
　また請求項２に記載のように内側屋根架構体を構成する工程と外側屋根架構体を構成す
る工程において、梁間方向に対向する壁の外側に組み立てられた外部足場を利用して内側
屋根架構と外側屋根架構の仕上げを行うことにすれば、少なくとも内側屋根架構と外側屋
根架構の表面側（屋外側）の面に対する工事を完了することが可能である。
【００１７】
　内側屋根架構と外側屋根架構の表面側の仕上げ工事を先行させて完了させることで、天
候の影響を受けることなく、屋内側の工事を遂行することが可能であり、屋根架構の全体
工事を効率的に進めることが可能になり、工期の短縮化が図られる。
【００１８】
　内側屋根ユニットと外側屋根ユニットは地上において立体トラスとして自立した形態で
製作される。外側屋根ユニットは内側屋根ユニットの外周側に位置し、内側屋根ユニット
を覆う形になるから、内側屋根ユニットの規模より大きい。地上での内側屋根ユニットと
外側屋根ユニットの製作から内側移動上、もしくは外側軌道上への吊り込みまでの間に、
内側屋根ユニットと外側屋根ユニットの下端部等に、軌道上を転動可能な車輪が接続され
る。
【００１９】
　内側軌道と外側軌道は壁の頂部等、壁の上層部に敷設され、外側軌道は内側軌道に対し
て梁間方向の外側に位置する。内側軌道と外側軌道は同一レベルに位置する場合と段差が
付いて配置される場合がある。
【００２０】
　内側軌動上、もしくは外側軌道上への吊り込みの時点で内側屋根ユニットと外側屋根ユ
ニットが立体トラスとして自立した形態で製作され、下端部に車輪が接続されていること
で、内側屋根ユニットと外側屋根ユニットを対向する壁間に架設し、内側軌道上と外側軌
道上に載置した時点からそれぞれを走行させることが可能である。同時に軌道上への吊り
込み後には揚重機による吊り支持が解除される。
【００２１】
　内側屋根架構体は対向する壁間に架設された複数個の内側屋根ユニットが互いに連結さ
れることにより構成され、外側屋根架構体も同様に、複数個の外側屋根ユニットが互いに
連結されることにより構成される。内側屋根ユニットと外側屋根ユニットのそれぞれが内
側軌道と外側軌道に沿って移動可能であることで、それぞれが連結された内側屋根架構体
と外側屋根架構体もそのまま内側軌道と外側軌道に沿って移動可能である。
【００２２】
　桁行方向に隣接する内側（外側）屋根ユニット同士は互いに接触した状態で連結される
他、距離を置いた状態で両内側（外側）屋根ユニット間に架設されるつなぎ材やブレース
が双方に接続されることによって連結され、内側（外側）屋根架構体を構成する。外側屋
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根架構体は内側屋根架構体の屋外側に位置する。
【００２３】
　内側（外側）屋根ユニットの軌道上への吊り込み後に揚重機による吊り支持を解除する
ことができることで、内側（外側）屋根ユニットの吊り込みに使用される揚重機の使用効
率が向上する。また内側（外側）屋根ユニットは軌道上へ吊り込まれた時点から先行して
吊り込まれている内側（外側）屋根ユニットと連結されることができるため、軌道上での
作業の進捗に停滞が生ずることがない。
【００２４】
　揚重機は地上で組み立てられた内側（外側）屋根ユニットを軌道上まで吊り込むことを
繰り返せばよく、軌道上においては内側（外側）屋根ユニットの吊り込み時点から、隣接
する内側（外側）屋根ユニット同士の連結作業へ移行することができることから、揚重機
の使用効率と共に、軌道上での作業効率が向上する。地上では揚重機の吊り込みから解除
までの作業時間に合わせて内側（外側）屋根ユニットを組み立てる作業を行えばよい。結
果として内側（外側）屋根架構体の構築完了までの期間が短縮され、上記足場の簡略化と
併せ、全体として工期の短縮化が図られる。
【００２５】
　内側（外側）屋根ユニットは地上で組み立てられた時点から車輪の接続によって軌道上
を走行可能であるため、軌道上で構成された内側（外側）屋根架構体も軌道上を自由に走
行できる状態にある。車輪が接続された内側（外側）屋根ユニットが軌道上を走行可能で
あることで、内側（外側）屋根ユニット同士を連結し、内側（外側）屋根架構体を完成さ
せるまでの間には、作業中の安全性の面より内側（外側）屋根ユニットが自由に走行しな
いよう、内側（外側）屋根ユニットを壁に拘束する必要がある。
【００２６】
　そこで、車輪が接続される内側（外側）屋根ユニットの脚部にはその移動を拘束する手
段として請求項３に記載の移動防止装置が設置される。移動防止装置は例えば軌道が壁の
頂部から上方へ突出する形状である場合（Ｉ形断面のレールの場合）、内側（外側）屋根
ユニットの脚部の、走行方向両側に配置され、内側（外側）軌道を跨いだ状態で、壁に固
定される停止部材と、内側（外側）屋根ユニットの脚部の、走行方向両側に、停止部材に
当接し得る状態で固定される当接部材とを備える。停止部材は内側（外側）屋根ユニット
が静止すべき位置にあるときの脚部の両側に配置される。
 
【００２７】
　移動防止装置は梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材と、桁行方向に並列する
柱部材間に架設される梁部材と、梁間方向に対向する柱部材間に架設され、桁行方向に対
向するトラス部材を用いて立体トラスとして自立した形態の内側屋根ユニット及び外側屋
根ユニットを製作する工程と、
　上部に桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道と外側軌道が敷設された、梁間
方向に対向する壁間に前記内側屋根ユニットを架設して前記内側軌道上に載置する工程と
、
　前記対向する壁間に前記外側屋根ユニットを架設して前記外側軌道上に載置する工程と
、
　前記内側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る内側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な内側屋根架
構体を構成する工程と、
　前記外側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る外側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な外側屋根架
構体を構成する工程とを含む屋根架構の構築方法の、内側（外側）屋根架構体を構成する
工程において、内側（外側）屋根架構を完成させるまでの間、内側屋根ユニットと外側屋
根ユニットを静止させ、安定させる目的で使用される。
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【００２８】
　停止部材は内側（外側）軌道を跨ぎ、壁（桁）には例えばクランプ等によって仮固定さ
れる。クランプのみによる仮固定では十分でない場合には、内側（外側）軌道を壁（桁）
に締結している締結装置に係止した状態で仮固定される。内側（外側）屋根ユニットはそ
の脚部の走行方向両側に固定されている当接部材が移動防止装置の停止部材に係止するこ
とで静止した状態を維持する。
【００２９】
　停止部材と当接部材は一内側（外側）屋根ユニットに関し、走行方向両側に配置されれ
ばよく、例えば内側（外側）屋根ユニットを構成する各柱部材の走行方向両側、または内
側（外側）屋根ユニットの桁行方向両側に位置する一方の柱部材の一方側と他方の柱部材
の他方側に配置される。
【００３０】
　内側（外側）屋根ユニットの移動の際には、車輪が軌道上を走行することに伴う内側（
外側）屋根ユニットの横揺れや転倒等の浮き上がりに対する安定性を確保することも必要
になる。そこで、内側（外側）屋根ユニットの脚部にはその移動時の安定性を確保する手
段として請求項４に記載の浮上り防止装置が設置される。
 
【００３１】
　この浮上り防止装置は梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材と、桁行方向に並
列する柱部材間に架設される梁部材と、梁間方向に対向する柱部材間に架設され、桁行方
向に対向するトラス部材を用いて立体トラスとして自立した形態の内側屋根ユニット及び
外側屋根ユニットを製作する工程と、
　上部に桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道と外側軌道が敷設された、梁間
方向に対向する壁間に前記内側屋根ユニットを架設して前記内側軌道上に載置する工程と
、
　前記対向する壁間に前記外側屋根ユニットを架設して前記外側軌道上に載置する工程と
、
　前記内側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る内側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な内側屋根架
構体を構成する工程と、
　前記外側屋根ユニットを前記対向する壁間に架設する毎に桁行方向に移動させ、隣接す
る外側屋根ユニットと互いに連結する作業を繰り返し、桁行方向に移動可能な外側屋根架
構体を構成する工程とを含む屋根架構の構築方法の、前記内側屋根架構体を構成する工程
と前記外側屋根架構体を構成する工程において、前記内側屋根ユニットと前記外側屋根ユ
ニットをそれぞれ前記内側軌道と前記外側軌道に沿って走行させる目的で使用される。浮
上り防止装置は壁の、内側（外側）軌道の幅方向両側に固定される受け材と、内側（外側
）屋根ユニットの脚部に固定され、受け材に壁の幅方向に係止し得る外れ止め材とを備え
る。
 
【００３２】
　上記目的から、外れ止め材は内側（外側）屋根ユニットが一定量を超える変形（浮き上
がり）を起こしたときに受け材に係止し、内側（外側）屋根ユニットの転倒を阻止する。
外れ止め材と受け材との間には、内側（外側）屋根ユニットに許容される変形量以上のク
リアランスが確保される。
【００３３】
　外れ止め材は内側（外側）屋根ユニットの脚部に固定され、主として内側（外側）屋根
ユニットが軌道の幅方向（梁間方向）に揺動したときに、その両側に固定されている受け
材に係止する。内側（外側）屋根ユニットの揺動は車輪と軌道との接触点（接触面）を中
心に回転変位しようとするときに起こるから、外れ止め材と受け材との間のクリアランス
とは、内側（外側）屋根ユニットが軌道の回りに回転する向きに外れ止め材と受け材が対
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向する面間の距離を言い、このクリアランスは主に上下方向に確保される。
【００３４】
　内側屋根架構体と外側屋根架構体のそれぞれが壁に敷設された内側軌道と外側軌道上を
走行することで、内側屋根架構体と外側屋根架構体が独立して軌道上を走行できる。また
外側屋根架構体が内側屋根架構体の屋外側に位置することで、互いに行き違い自在となり
、外側（内側）屋根架構体は内側（外側）屋根架構体に重なった状態から、内側（外側）
屋根架構体に対して桁行方向のいずれの側にも移動することが可能である。屋根架構の完
成状態では、任意の内側（外側）屋根架構体が互いに衝突しない範囲で自由に開閉可能で
あり、内側屋根架構体と外側屋根架構体の配列上の自由度がある。
【００３５】
　具体的には両屋根架構体が閉鎖位置にある状態から、全内側屋根架構体、または全外側
屋根架構体が壁のいずれか一方の側に寄った状態と、他方の側に寄った状態の間で、各内
側屋根架構体と各外側屋根架構体を自由な位置に移動させることが可能である。
【００３６】
　例えば内側軌道上に２個の内側屋根架構体が載置され、外側軌道上に１個の外側屋根架
構体が載置される場合、構造物の平面は桁行方向に３個の領域に区分される。この場合、
外側屋根架構体は３個の領域のいずれにも位置することができ、３通りの配置の仕方があ
る。この外側屋根架構体の３通りの配置位置毎に、いずれか一方の内側屋根架構体が外側
屋根架構体に重なり、構造物の上空を開放させた状態と、外側屋根架構から張り出し、構
造物の上空を閉鎖した状態とが選択可能になる。
【００３７】
　内側屋根架構体と外側屋根架構体が自由に移動可能であることで、屋根架構全体では閉
鎖状態から任意の内側屋根架構体、もしくは外側屋根架構体の位置を開放させることがで
きる。この結果、開放した領域を通じて構造物内で使用される資材や機材、あるいは揚重
機等を搬入・搬出することの他、風や光を屋根架構内に取り入れることも可能である。屋
根架構の内、桁行方向に開放する範囲（区間）は内側屋根架構体単位、または外側屋根架
構体単位になる。
【００３８】
　屋根架構は内側と外側の２種類の屋根架構体からなり、壁には２本の軌道が直線状に敷
設されるだけであるから、内側屋根架構体と外側屋根架構体が重なりながらも、全屋根架
構体が同時に重なることがないため、構造物の平面が特定の形状に制約されることがない
。また内側（外側）屋根架構体は壁から分離し、壁に対して独立して移動するから、両屋
根架構体からなる屋根架構の閉鎖時に壁が不在になることはないため、構造物内部は屋内
空間として利用可能である。
【００３９】
　内側屋根架構体と外側屋根架構体は梁間方向に対向する壁に支持され、壁とは独立して
いることから、屋根架構体と壁が同時に移動することはなく、屋根架構体の移動に関係な
く、梁間方向両側には常に壁が存在する状態にある。
【００４０】
　従って構造物の桁行方向の両側が妻壁、またはシャッター等により閉鎖されていれば、
内側と外側の両屋根架構体の閉鎖状態では、構造物内部への雨水の浸入が回避され、構造
物内部が風雨から保護されるため、雨天時にも構造物内部を使用状態に供することが可能
である。また壁は地盤に固定された状態にあるため、壁と柱を含む屋内への配管、配線の
他、各種の設備機器、電気機器等を敷設することが可能である。またトイレ、休憩室、管
理室等の仮設の部屋を設置することも可能になる。
【発明の効果】
【００４１】
　内側（外側）屋根ユニットを内側（外側）移動上への吊り込みの時点で立体トラスとし
て自立した形態で製作することで、内側（外側）屋根ユニットを対向する壁間に架設し、
内側（外側）軌道上に載置した時点から走行させることができる。また立体トラスの撓み
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を事前に発生させ、柱部材の脚部の位置を確保した状態で、内側（外側）軌道上に立体ト
ラスを吊り込むため、吊り込み時から順次、先行して架設されている、隣接する内側（外
側）屋根ユニットと連結することができる。この結果、軌道上での作業を停滞させること
がないため、軌道上での作業が単純化される。
【００４２】
　内側屋根ユニットを架設する（内側屋根架構体を構成する）工程を先行させる方法によ
れば、外側屋根ユニットの架設時（外側屋根架構体の構成時）に、その屋内側に重なる内
側屋根架構体を利用して作業を遂行することができるため、屋内に設置すべき足場を省略
する、もしくは簡略化することができる。この結果、屋内足場の組み立てと解体に要する
時間（期間）を大幅に短縮することが可能になり、軌道上での作業の単純化と併せ、工期
の短縮化が図られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、図面を用いて本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００４４】
　図１は桁行方向に連続し、梁間方向に並列する内側軌道２ａと外側軌道２ｂが敷設され
、構造物１の梁間方向に対向する壁２、２間に、内側屋根ユニット４と外側屋根ユニット
５が架設されることにより完成する屋根架構３の構成例を示す。
【００４５】
　壁２は屋根架構３を含む構造物１の一部を構成する。内側屋根ユニット４と外側屋根ユ
ニット５はそれぞれ桁行方向に隣接する複数の内側屋根ユニット４、外側屋根ユニット５
と連結されることで、内側屋根架構体４０と外側屋根架構体５０を構成する。外側屋根架
構体５０は内側屋根架構体４０に対して構造物１の外側に位置する。
【００４６】
　壁２は構造物１の梁間方向に距離を隔てて地上に構築され、図２に示すように頂部等、
上部に内側屋根ユニット４と外側屋根ユニット５がそれぞれ走行する内側軌道２ａと外側
軌道２ｂが梁間方向に並列して敷設される。図面では図２、図６に示すように壁２の骨組
みを桁行方向に間隔を置いて配置される鉄骨造の組立柱２１から構成し、桁行方向に隣接
する組立柱２１、２１間に、両者を連結する桁２２、つなぎ材２３、ブレース２４等を架
設しているが、壁２の構成方法、構造種別は問われず、壁２は鉄筋コンクリート造等で構
築されることもある。
【００４７】
　図２では組立柱２１自体を複数本の柱部材２１ａと、隣接する柱部材２１ａ、２１ａを
互いに連結する連結材２１ｂ、及びラチス材２１ｃから構成している。柱部材２１ａは壁
２上に載置される内側屋根ユニット４と外側屋根ユニット５の荷重による転倒に対して十
分な安定性を確保するよう、アンカーによって地盤に定着される。図２の頂部付近の詳細
を図３に示す。
【００４８】
　図６に示すように桁行方向に配列する組立柱２１は桁２２、つなぎ材２３、ブレース２
４等によって連結されることで壁２の骨組みを構成し、図２、図３に示すように桁２２の
頂部等、組立柱２１の上層部にレール等からなる内側軌道２ａと外側軌道２ｂが敷設され
る。
【００４９】
　図２、図３では桁２２の頂部にレール型の内側軌道２ａと外側軌道２ｂを敷設している
ことに対応し、組立柱２１の頂部に３本の桁２２を配置し、梁間方向中間の桁２２に内側
軌道２ａを敷設し、梁間方向外側の桁２２に外側軌道２ｂを敷設している。ここでは内側
軌道２ａと外側軌道２ｂを同一レベルに配置しているが、両軌道２ａ、２ｂに段差を付け
ることもある。
【００５０】
　図面ではこれらの軌道２ａ、２ｂにＩ形断面のレールを使用しているが、軌道の形態は
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内側屋根ユニット４と外側屋根ユニット５に接続される車輪４ａ、５ａの形状によって決
まり、凹溝状に形成されることもある。車輪４ａ、５ａはそれぞれ内側屋根ユニット４と
外側屋根ユニット５を構成する柱部材４１、５１の下端部に接続される。
【００５１】
　図３－（ａ）、（ｂ）は軌道２ａ上に内側屋根ユニット４の車輪４ａが載置されたとき
の、内側屋根ユニット４の幅方向（梁間方向）の位置調整と安定性確保の要領を示してい
る。壁２上に載置された内側屋根ユニット４の柱部材４１の位置調整は柱部材４１の幅方
向両側と壁２（組立柱２１）の桁２２との間に架設されるワイヤその他の引張材６等を用
いて行われる。柱部材４１の幅方向は梁間方向であり、軌道２ａの幅方向を指す。
【００５２】
　柱部材４１の幅方向の位置調整時には内側屋根ユニット４を内側軌道２ａ上で静止した
状態を保持するために、図９に示すような移動防止装置１０が併用される。移動防止装置
１０は内側屋根ユニット４（柱部材４１）の脚部の走行方向両側に配置され、内側軌道２
ａを跨いだ状態で、壁２（桁２２）に固定される停止部材１１と、図３－（ｂ）に示すよ
うに内側屋根ユニット４（柱部材４１）の脚部の走行方向両側に、停止部材１１に当接し
得る状態で固定される当接部材１２から構成される。
【００５３】
　停止部材１１は図９に示すように当接部材１２が当接する面状の停止板１１ａと、桁２
２の上面に重なった状態で拘束される固定板１１ｂを持ち、停止板１１ａには板厚方向の
変形を防止するためのリブ１１ｃが固定板１１ｂとの間に跨って固定される。固定板１１
ｂはそれと桁２２を同時に挟み込むクランプ１３等によって桁２２に仮固定された状態を
維持する。
【００５４】
　内側軌道２ａの幅方向両側には長さ方向に間隔を置き、内側軌道２ａを桁２２に拘束す
るための締結装置１４が配置され、ボルト１５によって桁２２に固定されているが、停止
部材１１は固定板１１ｂ、もしくはリブ１１ｃにおいてこの締結装置１４、またはボルト
１５に係止することで、桁２２への固定状態での安定性を高めている。
【００５５】
　柱部材４１の位置調整後には、図１０に示すような、内側屋根ユニット４を内側軌道２
ａに沿って走行させるための浮上り防止装置１６によって内側屋根ユニット４の走行時の
安定性が確保される。浮上り防止装置１６の固定後、引張材６による保持が解除され、内
側屋根ユニット４が内側軌道２ａ上を走行自在となる。
【００５６】
　浮上り防止装置１６は図１０に示すように壁２（桁２２）の、内側軌道２ａの幅方向両
側位置に固定される受け材２ｃと、内側屋根ユニット４（柱部材４１）の脚部に固定され
、受け材２ｃに壁２の幅方向に係止し得る外れ止め材４１ａから構成される。桁２２に固
定される受け材２ｃは軌道２ａ上への内側屋根ユニット４の載置前から桁２２に固定され
ている。
【００５７】
　内側屋根ユニット４の内側軌道２ａ上の走行は外れ止め材４１ａと受け材２ｃとの間の
クリアランスを保持しながら行われる。受け材２ｃは内側軌道２ａ側が開放した例えば溝
形断面の形状をし、外れ止め材４１ａはこの受け材２ｃに内側軌道２ａ側から係止するこ
とにより柱部材４１の転倒の他、強風時や地震時の浮き上がり、脱輪を防止する。
【００５８】
　内側屋根ユニット４の横揺れは柱部材４１の脚部に接続された車輪４ａが軌道２ａに対
して回転しようとするときに発生するため、クリアランスは柱部材４１の脚部が回転しよ
うとするときに外れ止め材４１ａと受け材２ｃが互いに接近しようとする（対向する）向
きに確保される。
【００５９】
　図１０ではまた、内側屋根ユニット４が軌道２ａの幅方向に水平変位しようとするとき
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にも外れ止め材４１ａが受け材２ｃに係止するよう、外れ止め材４１ａと受け材２ｃとの
間には水平方向にもクリアランスを確保している。
【００６０】
　図３－（ｃ）は外側軌道２ｂ上に外側屋根ユニット５の車輪５ａが載置されたときの、
外側屋根ユニット５の安定性確保の要領を示している。この場合、柱部材５１が組立柱２
１の幅方向方側に寄った位置に載置される関係で、図３－（ａ）のように柱部材５１の幅
方向両側から柱部材５１の安定性を確保することができないことから、柱部材５１の片側
にジャッキ７を配置することにより柱部材５１を保持している。
【００６１】
　外側屋根ユニット５を外側軌道２ｂ上に載置した後の静止状態は上記移動防止装置１０
によって保持され、走行時の安定性は上記浮上り防止装置１６によって確保される。
【００６２】
　壁２の構築と並行して、または壁２の構築後、地上において内側屋根ユニット４と外側
屋根ユニット５の製作（組立）が行われる。内側屋根ユニット４と外側屋根ユニット５は
共に、基本的に図４に示すように梁間方向に対向し、桁行方向に並列する柱部材４１、５
１と、桁行方向に並列する柱部材４１、５１間に架設される梁部材４２、５２と、梁間方
向に対向する柱部材４１、５１間に架設され、桁行方向に対向するトラス部材４３、５３
から構成される。トラス部材４３、５３は上弦材と下弦材、及び両者をつなぐ斜材から構
成される。梁部材４２、５２は基本的に柱部材４１、４１（５１、５１）の頂部間に架設
されるが、脚部間にも架設されることがある。
【００６３】
　桁行方向に並列するトラス部材４３、５３間には図５に示すように剛性を確保するため
のつなぎ材４４、５４が架設される。図４、図５では内側屋根ユニット４と外側屋根ユニ
ット５を区別せずに示している。以下では両屋根ユニット４、５の説明を内側屋根ユニッ
ト４で代表させる。図４中、４６（５６）は桁行方向に隣接する内側屋根ユニット４（外
側屋根ユニット５）を連結するための仮設ワイヤを示す。
【００６４】
　内側屋根ユニット４（外側屋根ユニット５）は図４に示すように二組のトラス部材４３
、４３（５３、５３）を起立させ、対向させた状態で、図５に示すように地上に一時的に
立設された柱部材４１、４１（５１、５１）間に吊り込んで柱部材４１、４１（５１、５
１）に接続し、トラス部材４３、４３（５３、５３）間に梁部材４２（５２）とつなぎ材
４４（５４）を架設することにより製作される。
【００６５】
　製作された内側屋根ユニット４（外側屋根ユニット５）は図６に示すようにクレーン８
により壁２の内側軌道２ａ（外側軌道２ｂ）上に吊り込まれ、内側軌道２ａ（外側軌道２
ｂ）上に載置される。クレーン８による吊り上げ時に内側屋根ユニット４（外側屋根ユニ
ット５）の各柱部材４１（５１）の下端に車輪４ａ（５ａ）が接続される。
【００６６】
　クレーン８による吊り上げ時には内側屋根ユニット４（外側屋根ユニット５）を安定さ
せて揚重させるために、内側屋根ユニット４（外側屋根ユニット５）の上方には対向する
トラス部材４３、４３（５３、５３）間に跨る吊り材９が架設され、吊り材９にクレーン
８のフック８１が接続される。
【００６７】
　図６－（ａ）は内側屋根ユニット４（外側屋根ユニット５）の壁２上への吊り込み時の
様子を示す。ここに示すように内側屋根ユニット４（外側屋根ユニット５）は壁２の軌道
２ａ（２ｂ）上に載置される毎に、桁行方向に移動させられ、後から載置された内側屋根
ユニット４（外側屋根ユニット５）と互いに連結される。
【００６８】
　桁行方向に隣接する内側屋根ユニット４、４（外側屋根ユニット５、５）同士は両者間
に間隔を置いて連結される場合には、図６－（ａ）に示すように内側屋根ユニット４、４
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（外側屋根ユニット５、５）を構成する前記のつなぎ材４４（５４）とブレース４５（５
５）によって連結される。この場合、隣接する２個の内側屋根ユニット４、４（外側屋根
ユニット５、５）同士が連結された状態では見かけ上、３個の内側屋根ユニット４が連結
された形になる。つなぎ材４４（５４）は柱部材４１（５１）の頂部間と脚部間に架設さ
れる。隣接する内側屋根ユニット４、４（外側屋根ユニット５、５）同士は互いに接触し
た状態で連結されることもある。
【００６９】
　図６－（ｂ）は複数個の内側屋根ユニット４から内側屋根架構体４０を構成し、その状
態で壁２上を桁行方向に移動させるときの様子を示している。図６では内側屋根架構体４
０を３個、もしくは４個の内側屋根ユニット４と、隣接する内側屋根ユニット４、４を連
結するつなぎ材４４、及びブレース４５から構成している。
【００７０】
　図６－（ｂ）では見かけ上、内側屋根架構体４０が矢印の側に位置する８個の内側屋根
ユニット４から構成されているように見えるが、隣接する内側屋根ユニット４、４間につ
なぎ材４４とブレース４５が架設される場合には、４個の内側屋根ユニット４から内側屋
根架構体４０が構成される。図６－（ｂ）中、クレーン８寄りの２個の内側屋根ユニット
４、４は次の内側屋根架構体４０を構成する。外側屋根架構体５０も内側屋根架構体４０
と全く同様に構成される。
【００７１】
　内側屋根架構体４０の桁行方向両側に位置する内側屋根ユニット４、４の端部は屋根架
構３の閉鎖時に隣接する外側屋根架構体５０と重なり合うように、隣接する外側屋根架構
体５０側へ突出する。
【００７２】
　図７－（ａ）～（ｈ）は屋根架構３が３個の内側屋根架構体４０と２個の外側屋根架構
体５０から構成される場合の、内側屋根架構体４０と外側屋根架構体５０の壁２上への吊
り込みの手順を示す。図７－（ｉ）は全内側屋根架構体４０と外側屋根架構体５０の架設
が完了したときの屋根架構３の平面を示す。図８－（ａ）は対向する壁２、２間に架設さ
れた外側屋根架構体５０のみを示した平面、（ｂ）は内側屋根架構体４０のみを示した平
面を示す。（ｃ）は側面図である。
【００７３】
　図７中、符号の１、３、５が内側屋根架構４０を、２、４が外側屋根架構５０を示して
いるが、ここでは３個の内側屋根架構４０の組み立てを外側屋根架構５０の組み立てに先
行させ、内側屋根架構４０の完成後に外側屋根架構５０を施工している。
【００７４】
　このように内側屋根架構４０の組み立てを先行させることで、外側屋根架構５０の施工
時にその屋内側に位置する内側屋根架構４０の柱部材４１や梁部材４２等を足場として利
用することができるため、外側屋根架構５０の組み立てのための足場をその屋内側に組み
立てる必要がないか、省略することもできる。従って外側屋根架構５０のための足場とし
てはその屋外側の足場（図７－（ａ）中の外部足場）を組み立てるだけで済むことになる
。この外側屋根架構５０のための足場は外側屋根架構５０の個数に関係なく、桁行方向に
は１個の外側屋根架構５０分の区間（長さ）があれば足りる。
【００７５】
　また内側屋根架構４０と外側屋根架構５０の外壁の仕上げによっては、内側屋根架構４
０のための足場として、図７－（ａ）に示す外部足場を１個の内側屋根ユニット４（外側
屋根ユニット５）分だけ組み立てることもある。
【００７６】
　図８は桁行方向の中間部に位置する内側屋根架構体４０が見かけ上、７個の内側屋根ユ
ニット４から構成され、その他の内側屋根架構体４０と外側屋根架構体５０がそれぞれ８
個の内側屋根ユニット４と外側屋根ユニット５から構成された場合を示している。
【００７７】
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　図７－（ｉ）に示すように外側屋根架構体５０は内側屋根架構体４０の上に重なり、内
側屋根架構体４０は外側屋根架構体５０の下側に位置することから、施工性の面より、原
則として３個の内側屋根架構体４０を先行して壁２、２間に架設した後に、２個の外側屋
根架構体５０を架設することが行われる。但し、この例では外側屋根架構体５０の個数が
内側屋根架構体４０の個数より少なく、外側屋根架構体５０を壁２の桁行方向片側に寄せ
ておくことができるため、外側屋根架構体５０を先行して架設することもある。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】対向する壁間に架設された状態の屋根架構を示した桁行方向の立面図である。
【図２】壁を構成する組立柱の構成例とその頂部の軌道の敷設状態を示した立面図である
。
【図３】（ａ）は内側軌道上に内側屋根ユニットの柱部材が載置されたときの様子を示し
た立面図、（ｂ）は内側屋根ユニットの走行時の安定性を確保する様子を示した立面図、
（ｃ）は外側軌道上に外側屋根ユニットの柱部材が載置されたときの様子を示した立面図
である。
【図４】（ａ）は内側（外側）屋根ユニットを構成するトラス部材を柱部材上に吊り込ん
だときの様子を示した斜視図、（ｂ）は（ａ）の立面図、（ｃ）は（ｂ）の側面図である
。
【図５】図４で製作された内側（外側）屋根ユニットを壁上に吊り込むときの様子を示し
た斜視図である。
【図６】（ａ）は内側（外側屋根ユニットの壁上への吊り込み時の様子を示した梁間方向
の立面図、（ｂ）は複数個の内側屋根ユニットから内側屋根架構体を構成し、壁上を桁行
方向に移動させるときの様子を示した梁間方向の立面図である。
【図７】（ａ）～（ｈ）は屋根架構が３個の内側屋根架構体と２個の外側屋根架構体から
構成される場合の、内側屋根架構体と外側屋根架構体の壁上への吊り込みの手順を示した
立面図、（ｉ）は全内側屋根架構体と外側屋根架構体の架設が完了したときの屋根架構を
示した平面図である。
【図８】（ａ）は対向する壁間に架設された外側屋根架構体のみを示した平面図、（ｂ）
は内側屋根架構体のみを示した平面図、（ｃ）は（ａ）と（ｂ）を合わせたときの側面図
である。
【図９】内側屋根ユニットを内側軌道上で静止した状態を保持するための移動防止装置を
示した斜視図である。
【図１０】（ａ）は浮上り防止装置を示した断面図、（ｂ）は（ａ）の一部拡大図である
。
【符号の説明】
【００７９】
　１……構造物、２……壁、２ａ……内側軌道、２ｂ……外側軌道、２ｃ……受け材、
　２１……組立柱、２１ａ……柱部材、２１ｂ……連結材、２１ｃ……ラチス材、
　２２……桁、２３……つなぎ材（組立柱間）、２４……ブレース（組立柱間）、
　３……屋根架構、
　４……内側屋根ユニット、４ａ……車輪、４０……内側屋根架構体、
　４１……柱部材、４１ａ……外れ止め材、
　４２……梁部材、４３……トラス部材、４４……つなぎ材、４５……ブレース、４６…
…ワイヤ、
　５……外側屋根ユニット、５ａ……車輪、５０……外側屋根架構体、
　５１……柱部材、５２……梁部材、５３……トラス部材、５４……つなぎ材、５５……
ブレース、５６……ワイヤ、
　６……引張材、７……ジャッキ、
　８……クレーン、８１……フック、９……吊り材。
　１０……移動防止装置、１１……停止部材、１１ａ……停止板、１１ｂ……固定板、１
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１ｃ……リブ、１２……当接部材、
　１３……クランプ、１４……締結装置、１５……ボルト、１６……浮上り防止装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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